
●十和田の噴火警戒レベルは、噴火警報等でお伝えします。
●火山活動に高まりが認められた場合、火山の状況に関する解説情報（臨時）を発表します。
●噴火の可能性が高まった場合は、噴火警戒レベル４または５の噴火警報を発表します。
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※11月から４月は冬期閉鎖となる道路があるため、避難に時間を要することが想定されます。そのため、早めの行動が重要です。
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■十和田 噴火の影響が及ぶ可能性のある範囲と規制範囲
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名称 対象
範囲

レベル
（キーワード） 火山活動の状況 住民等の行動及び登山者

・入山者等への対応 想定される現象等

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生、あるいは切迫し
ている状態にある。

危険な居住地域から
の避難等が必要。

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生すると予想される
（可能性が高まって
いる）。

警戒が必要な居住地
域での高齢者等の要
配慮者の避難及び住
民の避難の準備等が
必要。
想定火口範囲内の居
住地域での避難等が
必要。

状況に応じて、想定火口
範囲内の居住地域での高
齢者等の要配慮者の避
難等が必要。
住民は通常の生活。

火口周辺への立入規
制等。
住民は今後の火山活
動の推移に注意。

火山活動に高まりがみら
れる。今後の活動の推移
によってはレベルを引き
上げる可能性がある。
火山活動は静穏。

火口周辺に影響を及ぼす
（この範囲に入った場合
には生命に危険が及ぶ）
噴火が発生、あるいは発
生すると予想される。

居住地域の近くまで重
大な影響を及ぼす（この
範囲に入った場合には
生命に危険が及ぶ）噴
火が発生、あるいは発
生すると予想される。

危険な地域への立入
規制等。
住民は今後の火山活
動の推移に注意。

【５－３】
●火砕流・火砕サージが火口から概ね30kmの範囲
の居住地域に被害を及ぼす噴火が発生、あるいは
切迫。積雪期には融雪型火山泥流が海岸部までの
河川流域の居住地域に到達、あるいは切迫。

約6200年前の噴火（中掫軽石噴火）　　　　
915年のクライマックスの噴火（毛馬内火砕流）

過去事例

【５－２】
●火砕流・火砕サージが火口から概ね20km（最大
23km）の範囲の居住地域に被害を及ぼす噴火が
発生あるいは切迫。

915年の一回あたりの噴火（中規模噴火）
過去事例

【５－１】
●大きな噴石が火口から４km程度まで飛散するなど
居住地域に被害を及ぼす噴火が発生あるいは切迫。
　　　　　　なし過去事例
【４－２】
●火砕流・火砕サージ、融雪型火山泥流が火口から概
ね４kmの範囲を超えた居住地域に到達する噴火の
可能性。
　　　　　　なし過去事例
【４－１】
●大きな噴石が火口から４km程度まで飛散するなど
居住地域に影響を及ぼす噴火の可能性。
　　　　　　なし

 【レベル２、３の発表について】
●火山活動が高まっていく段階では使用せず、火山活
動が沈静化し、レベル４、５から下げる段階で、火山
活動の状況に応じて発表する場合がある。

過去事例

●浅部を震源とする火山性地震の増加、火山性微動の
発生、浅部の膨張を示す地殻変動等。
　　　　　　なし

●火山活動は静穏。

過去事例

令和4年3月

※火山活動に高まりがみられ、今後の活動の推移によってはレベルを引き上げる可能性がある、または判断に迷う場合には火山の状
況に関する解説情報（臨時）を発表する。

※想定火口範囲内の居住地域は、他の居住地域より早期に避難等の対応が必要。
※火口とは、火山ハザードマップの想定する噴火場所のことをいう。
※融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。
■各レベルにおける具体的な規制範囲等については各市町の地域防災計画等で定められています。
■最新の噴火警戒レベルは気象庁HPでもご覧になれます。
https://www.jma.go.jp/jma/index.html

十和田の噴火警戒レベル 　　令和４年３月運用開始　

避難所と避難経路について

この図は、国土地理院「地理院地図」を使用して作成しています。
■この図は、十和田火山防災協議会資料として公表された火山災害想定影響範囲
図（平成30年１月作成）に基づき作成しています。

※想定火口範囲内の居住地域の宇樽部地区（十和田市）と休屋地区（十和田市）、休
平地区（小坂町）は、他の居住地域より早期に避難等の対応が必要となります。

■十和田の噴火警戒レベルは、十和田火山防災協議会において協議、作成されま
した。各レベルにおける具体的な規制範囲等については、地域防災計画等で定
められています。

① 沢田悠学館 大字沢田字下洗21-１
② 西コミュニティセンター 大字奥瀬字中平70-3
③ 旧地域包括支援センター 大字奥瀬字中平61-6

名　　称 住　　所

◎避難経路（火口位置が中湖の場合の例）
〇冬期以外の場合

〇冬期の場合

⑴子ノ口地区　十和田方面へ （国道 102号　奥入瀬渓流沿い、青橅山付近）
⑵宇樽部地区　新郷・五戸方面へ （国道 454号　迷ヶ平方面）
⑶休屋地区　　秋田方面へ （国道 103号）（秋田県道 2号大館十和田湖線）

⑴子ノ口地区　十和田方面へ （国道 102号　奥入瀬渓流沿い）
⑵宇樽部地区　十和田方面へ （国道 102号　奥入瀬渓流沿い）
⑶休屋地区　　秋田方面へ （国道 103号）

※詳細は、十和田市HPを
　ご確認ください。

十和田火山防災マップ（小規模噴火の場合）
※避難所は、状況に応じ
て①～③の施設順に開
設します。
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